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Ⅰ．環境経営方針

＜環境経営理念＞

＜環境保全への行動指針＞

１ ． 環境関連法規制などや当社が約束したことを遵守します。

２ ． 創意工夫による省エネルギーにより二酸化炭素排出量の削減に努めます。

３ ． 廃棄ロスをなくす等廃棄物の発生抑制につとめ、リサイクル率の向上に努めます。

４ ． 適正な利用により水使用量の削減に努めます。

５ ． 配送ルートを検証し、効率良く環境配慮商品をお届けします。

６ ． 地域や関係団体の環境美化活動に積極的に参加します。

７ ． 本方針を全社員に周知徹底します。

制定日：2017年　12月　 1日

改定日：2023年 　4月　 1日

株式会社　ふじい百貨

代表取締役　藤井夏子
　

ごあいさつ

株式会社　ふじい百貨は、1919年の創業から、西播地域を中心に大中小企業・プロの職人様まで幅広く
現場の仕事を支える機械工具販売の企業です。地域に密着し、お客様のご要望にスピーディーにお応え
し納品することで、信頼関係を築き、長きにわたりご愛顧いただいております。
　2018年から当社は、エコアクション21に基づく環境経営システムを構築し運用開始することによっ
て、地球環境に優しい企業として、新たな一歩を踏み出しました。
　これからも引き続き全社員に周知徹底し、環境意識を高め、継続的に環境負荷の改善に取り組んで行
くことを宣言します。

環 境 経 営 方 針

　株式会社　ふじい百貨は、ますます深刻化する地球温暖化や今後予想される地下資源の枯渇への対応
が人類共通の重要課題と考えており、本業である機械工具販売業を通じて、地球温暖化問題への取り組
みや地域の環境活動に自主的・積極的に取り組みます。
　活動内容は、環境経営における課題やチャンスを定期的に見直すことで明確にし、効率よく、無駄な
く、積極的に従業員一丸となって継続的に取り組んでまいります。
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Ⅱ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
株式会社　ふじい百貨
代表取締役　藤井　夏子

（２） 所在地
本　　　社 〒671-1234　兵庫県姫路市網干区新在家1296番地の1
商品倉庫 〒671-1234　兵庫県姫路市網干区新在家1287番地10

（３） 環境管理責任者及び担当者の氏名・連絡先
責任者 代表取締役　藤井　夏子 TEL:079-274-1321
担当者 経理事務　　金谷　智代 TEL:079-274-1321

サポート　　阿部　瞳美 TEL:079-274-1321
E-Mail:info@fujii-hyakka.com

（４） 事業内容
（コンプレッサー等大型の産業機械から、電動工具・作業工具、ボルト・釘、保安用品、
　消耗品まで、多岐にわたる機械工具全般の卸売・小売業）　　

（５） 事業の規模
本社 商品倉庫 合　計

11 0 11
482.43 391.23 873.66

注）本社は、木造棟と鉄骨棟の二棟であったが、
　　老朽化のため木造棟を解体（12月）し、鉄骨棟のみの482.43㎡となった。

（６） 事業年度 1月～12月

□認証・登録の対象範囲

登録組織名： 株式会社　ふじい百貨
対象事業所： 本社

商品倉庫
活動： 機械工具販売業

□ 環境経営実施体制
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機械工具販売業

従業員　　　　(人）
延べ床面積 （㎡）

代表者
代表取締役
環境管理責任者

藤井夏子

環境管理実務担当者
サポート

金谷智代
阿部瞳美



Ⅲ．主な環境負荷の実績

単位
2019年度
基準年度

2020年度 2021年度 2022年度

kg-CO2 33,105 29,014 31,553 33,245
kWh 35,334 33,212 35,334 39,116
L 4,427.48 3,684.99 4,427.48 4,656.82
L 152.0 75.8 148.3 146.3
L 2,378 1,906 1,759 1,518

kg 280 320 460 380
kg 1,345.7 1,191.7 390.6 485.7
袋 18 15 14 15
kg 1,285 1,325 1,050 1,130
㎥ 163 159 179 139

注1）一般廃棄物①オフィス古紙、②段ボール、③一般可燃ごみ

注2）産業廃棄物には、2021年度より蛍光灯処分量も含む。

注3）①電力使用量の削減

　　　 2019年1月～6月、低圧電力のブレーカーをオフにしていた為、基準年として不相当と判断し、2021年を基準年度とした。

　　　 なお、2021年は、5月・6月にオフにしている。

　　 ②ガソリン使用量の削減

　　　 2021年1月1台増台し、4月から稼働。

　　　 適正な目標設定の為、基準年度を2021年とした。

Ⅳ．環境目標及びその実績

（１）中期目標

kg-CO2 33,105 32,112 31,781 31,450 31,119

対基準 △３% △４% △５% △６%
kWh 35,334 34,274 33,921 33,567 33,214

kg-CO2 16,500.98 16,005.95 15,840.94 15,675.93 15,510.92

対基準 △３% △４% △５% △６%
L 4,427.48 4,294.66 4,250.38 4,206.11 4,161.83

kg-CO2 10,279.10 9,970.73 9,867.94 9,765.15 9,662.36

対基準 △３% △４% △５% △６%
L 152.0 147.4 145.9 144.4 142.9

kg-CO2 398.90 386.93 382.94 378.95 374.96

対基準 △３% △４% △５% △６%
L 2,378 2,307 2,283 2,259 2,235

kg-CO2 5,925.81 5,748.04 5,688.78 5,629.52 5,570.26

対基準 △３% △４% △５% △６%

kg 280 272 269 266 263

対基準 △３% △４% △５% △６%
kg 1,345.7 1,305.3 1,291.9 1,278.4 1,265.0

対基準 △３% △４% △５% △６%
袋 18 15 14 13 12

対基準 △３袋 △４袋 △５袋 △６袋
kg 1,285 1,246 1,234 1,221 1,208

対基準 △３% △２% △３% △４%
㎥ 163 158 156 155 153

対基準 △３% △２% △３% △４%
件 30 33 34 35 36

対基準 （+３件） （+４件） （+５件） （+６件）
回 1 1 1 1 1

対基準 （１回） （１回） （１回） （１回）
注1） 2020年度より、はりま電力㈱CO2調整後排出量係数公表分0.467kg-CO2/kWhを使用。
注2） 軽油の排出係数は、2.58kg-CO2/Lを使用。
注3） Ⅴ.地域環境美化活動は、「毎年1回以上」を維持目標とする。
注4） 産業廃棄物の目標に、蛍光灯処分量は含まない。
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項　目

二酸化炭素排出量

　電力
　ガソリン
　軽油
　灯油

2023年度 2024年度

Ⅰ．二酸化炭素

廃棄物排出量
　一般廃棄物①
　一般廃棄物②
　一般廃棄物③
　産業廃棄物
水使用量

排出量削減

電力
使用量削減

ガソリン
使用量削減

軽油
使用量削減

灯油
使用量削減

Ⅱ．廃棄物排出量

　　　　　　　　年　度
　　項　目

2019年度
基準年度

2022年度

　一般廃棄物①
　　　削減

　一般廃棄物②
　　　削減

　一般廃棄物③
　　　削減

　産業廃棄物
　　　削減

Ⅲ．水使用量
削減

2025年度

Ⅳ．環境配慮
商品提案

Ⅴ．地域環境
美化活動



（２）対象期間の実績

基準

目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 33,105 31,781 33,245 96% △

対基準

kWh 35,334 33,921 39,116 87% ✕
kg-CO2 16,500.98 15,840.94 18,267.17
対基準

L 4,427.48 4,250.38 4,656.82 91% △
kg-CO2 10,279.10 9,867.94 10,811.55
対基準

L 152.0 145.9 146.3 100% ○
kg-CO2 398.90 382.94 383.94
対基準

L 2,378 2,283 1,518 150% ○
kg-CO2 5,925.81 5,688.78 3,782.76
対基準

kg 280 269 380 71% ✕

対基準
kg 1,345.7 1,291.9 485.7 266% ○

対基準
袋 18 14 15 93% ○

対基準
kg 1,285 1,234 1,130 109% ○

対基準
㎥ 163 156 139 113% ○

対基準
件 30 34 56 165% ○

対基準
回 1 1 3 300% ○

対基準

注）評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

　　　　　　　○：100％以上、△：90％以上100％未満、×：90％未満
注）項目Ⅳ．配送ルートの効率化は実態把握が困難な為、環境配慮商品の提案件数とする。
注）項目Ⅳ．環境配慮商品とは、環境省が認定する環境ラベルを有する商品
　（環境負荷ができるだけ小さい製品）
注）産業廃棄物実績は、2021年度より、蛍光灯・水銀灯処分量を含む。
注）目標に対する達成率の算定式は以下の通りとする。（少数点以下四捨五入）
　　I.～Ⅲ. （削減を目標とする）：目標値÷実績値×100
　　Ⅳ.、Ⅴ.（件数・回数の増加を目標とする）：実績値÷目標値×100
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対象期間における実績
2019年度
(1月～12月)

（2022年1月～12月）

Ⅰ．二酸化炭素
排出量削減

電力
使用量削減

ガソリン
使用量削減

軽油
使用量削減

灯油
使用量削減

　　　　　　　　年　度
　　項　目

削減
Ⅳ.環境配慮
商品提案

Ⅴ．地域環境
美化活動

Ⅱ．廃棄物排出量

　一般廃棄物①
　　　削減

　一般廃棄物②
　　　削減

　一般廃棄物③
　　　削減

　産業廃棄物
　　　削減

Ⅲ．水使用量



◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった
達成状況

二酸化炭素排出量の削減

電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減
○

軽油使用量の削減

灯油使用量の削減

一般廃棄物の削減①（オフィス古紙）

○

一般廃棄物の削減②（段ボール）

一般廃棄物の削減③（一般可燃ごみ）

○

産業廃棄物の削減（木くずA、B、廃プラスチック類、金属くず、蛍光灯）
◎ ・自社での再利用を、次年度も続けていく。

　
水使用量の削減

環境配慮商品の提案

地域環境美化活動

・始業前の周辺道路清掃 ○
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Ⅴ．環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

・エアコンと扇風機・換気扇の併用
○

・夏期は扇風機を併用し、コロナ対策で換気扇と加湿器も常用した。次
年度も室温管理、感染対策を継続して行う。

取り組み計画 評価結果と次年度の取組内容

・下記の通り。
○

・以下、各項の通りで、×の項目は原因を明らかにし、次年度、改善に
取り組む。

・扉の開閉を工夫する
○

・春は南北へ風が抜けるよう、通風窓を開き、冬は密閉を次年度も継続
して行う。

・退社時はプリンター機、FAX機、
換気扇の電源をオフにする ◎

・表示プレートで喚起し、習慣づいている。
・最後に戸締する者が、電源を落とし、管理表に押印を習慣づけ、次年
度も継続していく。

○
・効率の良いルートで運行する

・時間帯とルートを考慮し、積み荷との兼ね合いも含め、よく考えて効
率よく動けているが、配送担当者が加わり、使用量増加はある程度やむ
を得ない。次年度も継続して走行距離を把握し、注意喚起を行う。

・効率の良いルートで運行する
○

・基準年と同じく2回の給油。使用ペースも標準的だった。次年度も、1
年を通しての取り組みを続ける。

・エコ運転をする

・ホースは巻紙無しで注文する
◎

・巻紙無しでの荷受に問題なく取り組めている。次年度以降も継続して
いく。

・室温管理（設定温度を低めにす
る） ○

・構造上の問題があるが、次年度も様々な取組で実現していく。

・足元パネルヒーター・デスクヒー
ターの併用 ○

・設置可能な範囲でデスクごとの足元用ヒーターを導入している。次年
度も引き続き有効なものを探し、取り組みを継続していく。

・裏紙の使用（コピー時やメモ書き
に再利用する） ◎

・取り組みを徹底している。次年度も継続していく。

・ミスコピー防止 ・注意力UPを再度共有し、次年度も正確に行っていく。

・段ボールは納品時に再利用する ・段ボールの小箱を納品に再利用するなどで結果につながった。次年度
も取り組みは継続していく。◎

・より環境に配慮した商品のご提案
を行う ◎

・提案件数が増大した。次年度も継続的にご提案できるよう取り組みを
続ける。

・紙コップの使用量を減らす ・各自取組を継続している。次年度も引き続き行っていく。

・木パレットの再利用
・緩衝材の再利用

◎
・開梱時の心がけで、再利用している。次年度も引き続き取り組んでい
く。

・節水を心がける
○

・日々のこまめな心がけで取り組んでいる。次年度も取り組みを継続し
ていく。

・年1回の溝掃除、他地域美化活動
○

・5月の溝掃除と地域清掃を2回実施することができた。次年度も継続し
ていく。

・毎朝始業前の会社周辺の道路等の清掃活動を次年度も継続する。



Ⅵ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
遵守評価

遵守
2018年　7月 1日

書面契約
（自動更新）

遵守
2022年　3月25日
2022年　6月24日
2022年　9月30日
2022年 12月23日

点検実施

遵守
2022年　3月 1日
設備点検実施

廃棄実績
なし

遵守
2022年　4月4日

点検実施

遵守

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありませんでした。
フロン排出抑制法に基づくフロン類使用の定期点検（3年に1回）は、すべて該当しない機種であるため、
3ヶ月毎の簡易点検のみ実施しました。
関係当局よりの違反等の指摘はありません。

Ⅶ．代表者による全体の評価と見直し・指示

2023年　4月　1日　代表取締役　藤井夏子
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適用される法規制 遵守すべき要求事項
廃棄物処理法 ・委託基準：一廃収集業者の許可の確認

・委託基準：産廃収集運搬・処理業者の許可の確認、書面契約（契約
書5年保存）
・保管基準（掲示板：60cmx60cm以上表示、飛散・浸透防止・囲い設
置、衛生管理）
・マニフェストの管理

フロン排出抑制法 ・フロン類使用の簡易点検・記録、同保存、漏えい防止等
・適切場所設置
・未修理充鎮禁止
・点検記録は、機器を設置してから廃棄後も3年間保存
・年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告

当社は、より良い地球環境・自然環境を次世代に手渡すために、エコアクション21の取り組みを実践して
きました。
取り組みにあたりましては、全員で方向性の確認と手順・情報の共有のもと実践し、特例を鑑みて除け
ば、概ね結果に繫げることができました。
なお、特例とは、本社木造棟社屋解体の件でございます。
消防法・建築基準法の検査で数多の指摘を受け、なおかつ老朽化した社屋であった為、解体を決め、残る
鉄骨棟の社屋へ各設備の移設、商品・オフィスの移動を実施しました。
その際、処理した物品・廃棄物がこのたびの結果に影響した部分があるかと思われます。
ただ、大量の物品の処分を行ったことで、在庫量の適正化、ペーパーレス、業務のスリム化などまだまだ
修正すべき点があり、今後の課題として力を入れていくべきであると痛感する機会となりました。
一方、スリム化ばかりではなく、お客様の業務の効率を実現するため、当社の強みである「すばやい対
応、すばやい回答、すばやい納品」は厚く、継続してまいります。
今後も社員とお客様・お取引先様の健康と安全に留意しながら、まずは身近なところからよりよい環境づ
くりを推進し、更なる教育活動に励み、PDCAを継続して目標達成となるべく、より一層努力を重ねてまい
ります。
　なお、環境経営方針、実施体制については、見直しの必要はありませんが、環境経営目標及び活動計画
については、社屋木造棟解体に伴い、灯油の使用は無くなるので、次年度は取り組み項目から外すよう準
備して下さい。

道路運送車両法 ・日常点検整備
・定期点検・整備
・点検/整備記録、保存

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

消防法 ・指定数量未満の危険物保管の扱い
・消火設備の定期点検（防火対象物）
・事故時の措置と届出（通報）

自動車リサイクル法 ・使用済自動車の適正な事業者（引取登録事業者）への引き渡し

労働安全衛生法 ・基準に適合した特定特殊自動車の使用
・点検整備



Ⅷ．環境活動の紹介

＜消防訓練の様子＞

＜消火器位置確認＞ ＜水消火器による実地訓練＞

＜消火ポンプ作動確認と放水訓練実施＞

＜地域清掃活動の様子＞

＜地域清掃活動実施＞

＜環境配慮商品＞

・グリーン購入法適合商品
使用済製品の回収・再利用・リサイクルに
適している商品

＜コンドル　屋内外用　樹脂ベンチ　背付ECO　No1500　YB-94Z-PC＞

・エコマーク認定商品
メーカーによる回収、リユースで
「くりかえし使える」商品

＜テラモト　MMエコプラ三ツ手チリトリ　DP-890-300-0＞
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